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食と緑とは 

“食”と“緑”ということばが持つイメージは、人によってさまざまですが、｢食
と緑の基本計画 2025｣の中では、“食”は食べ物や食生活などを、“緑”は森林、
農地及び木材や花など森林や農地で生産される物などを象徴することばと
して使っています。 

なお、海や川については、食料となる水産物を生産する場所であることから、
“緑”の中に含めています。 

また、“農林水産物”ということばは、米や肉、魚などの一次産品だけでなく、
一次産品を用いて生産される加工品も含めた表現として使っています。 
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第 1 章 はじめに 

１ 「食と緑のレポート 2025」の作成趣旨 

愛知県では、「食と緑が支える県民の豊かな暮らしづくり条例」（以下「条例」という。）
の基本理念の実現に向けて、県が実施する施策の基本的な方針や目標などを取りまとめ
た「食と緑の基本計画 2025」（以下「基本計画」という。）を 2020 年 12 月に策定しま
した。 

基本計画では、目標年度である 2025 年度の「めざす姿」の実現に向けて、施策を体
系化するとともに、５つの「重点プロジェクト」と「緊急プロジェクト」を設定しまし
た。 

「食と緑のレポート 2025」は、基本計画の的確な推進を図るため、2024 年度におけ
る基本計画に掲げた目標及び進捗管理指標の進捗状況、施策やプロジェクトの取組状況
や県民の皆さんとの協働・連携による取組事例を取りまとめたものです。 

 

２ 「食と緑の基本計画 2025」の概要 

  基本計画では、食と緑の関わる現状を踏まえ、「生産現場」と「県民の暮らし」の 2 つ
の観点から、2025 年に“めざす姿”を定め、その実現に向け取り組みます。 

また、めざす姿を踏まえて５つの「目標」を設定するとともに、施策の推進を図り、
その進捗を確認・管理するため、施策体系の項目ごとに 35 の進捗管理指標を設定しま
した。 

【2025 年にめざす姿と目標】 
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３ 施策体系 

めざす姿の実現に向けて、産業（生産）施策と地域（暮らし）施策を車の両輪とし、
２本柱の下で、バランスよく取り組みます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 農業を支える多様な人材の確保･育成 

イ 林業を支える担い手の確保･育成 

ウ 水産業を支える担い手の確保･育成 

(1) 意欲ある人材の確保･育成 

(2) 生産性の高い農林水産業の基盤を作る取組の充実 

ア 新技術･新品種の開発と普及 

イ 農林水産業を支える生産基盤の整備と環境づくり 

ウ 産地の体制や生産設備の強化 

エ 食の安全･安心の確保 

(3) 新たな需要を創造し持続可能な農林水産業の実現 

ア マーケット･インの視点に立った生産･流通の改善 

イ 農林水産物等に関する国内外での需要の開拓 

ウ 環境との調和に配慮した持続可能な農林水産業 

柱1：生産の柱｜持続的に発展する農林水産業の実現 

ア 県産農林水産物への理解を深める取組の推進 

イ あいちの農林漁業を応援･体験し参加する機会の提供 

ウ 幅広い世代に対する食育の推進 

ア 地域の特性に応じた農山漁村の活性化 

イ 多面的機能の持続的な発揮につながる活動の推進 

ア 農山漁村の強靭化に向けた防災･減災対策 

イ 快適な生活環境の確保 

ウ 暮らしを支える森林･農地･漁場の整備・保全 

(2) 災害に強く安全で快適な環境の確保 

(1) 農林水産業を理解し身近に感じる活動の推進 

(3) 地域住民や関係人口によって支えられる活力ある農山漁村の実現 

柱2：暮らしの柱｜農林水産の恵みを共有する社会の実現 柱 2 
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○ 2023 年度の「農業産出額」は 3,207 億円であり、目標値（3,150 億円）を上回り
ました。鶏卵やコメの単価上昇などが主な要因として挙げられます。計画最終年での
目標達成に向け、引き続き生産力の向上や需要の拡大などに取り組みます。 

○ 2024 年度の「県産木材生産量」は 18.7 万 m3 であり、目標値（18.0 万 m3）を上
回りました。主伐や間伐、設楽ダム等の開発による木材生産の増加が主な要因として
挙げられます。計画最終年での目標達成に向け、着実に事業を実施します。 

○ 2023 年度の「漁業産出額」は 402 億円でした。いわし類の漁獲金額が 2022 年度
を上回るなどにより、前年から 37 億円増加しました。最終年での目標達成に向け、
引き続き生産力の向上と需要の拡大に取り組みます。 

○ 「県産農林水産物を優先して購入したい県民の割合」は隔年調査のため、2024 年
度の実績はありませんが、前回調査（2023 年度 18.6％）では、計画策定時の値を上
回りました。引き続き県産農林水産物のさらなる PR を行います。 

○ 「農山村地域の防災・減災面積」は、資材価格の高騰等により一部事業に遅れが生
じたものの、概ね順調に進捗しており、目標達成に向けて着実に事業を実施します。 

第２章  目標と進捗管理指標の評価 

（１）目標 

項目 
目標値 

（2025 年度） 
計画策定時の 

現状値 
2024 年度実績 
（直近数値） 

農業産出額 3,150 億円 
3,115 億円 

(2014-2018 平均) 
3,207 億円※ 

県産木材生産量 18.0 万 m3 
13.9 万 m3 

（2019 年） 
18.7 万 m3 

漁業産出額 410 億円 
390 億円 

(2014-2018 平均) 
402 億円※ 

県産農林水産物を優先して
購入したい県民の割合 

25.0％  
15.4％ 

（2020 年） 
18.6％※ 

(今年度調査予定) 

農山村地域の 
防災・減災面積 

5 年間で
6,500ha  

－ 5,287ha 

※2024 年度実績値が未確定のため、2023 年度実績を記載。 

【目標の進捗状況】 
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（２）進捗管理指標 

施策項目 項目 指標 2024 年度実績値 
(2024 年度計画値) 

評
価 

柱１ 持続的に発展する農林水産業の実現 

(1) 意欲ある人
材の確保・
育成 

①新規就農者数 ５年間で 1,000 人 772 人※ 
(800 人) ○ 

②基幹経営体数 4,000 経営体 3,914 経営体 
(4,000 経営体) ○ 

③新規林業就業者数 ５年間で 200 人 159 人※ 
(160 人) ○ 

④海面漁業・養殖業経営体あたり
の産出額 8,300 千円 9,582 千円 

(8,154 千円) ◎ 

(2) 生産性の高
い農林水産
業の基盤を
作る取組の
充実 

⑤研究成果
の件数 

うち農業技術等 ５年間で 50 件 40 件※ 
(40 件) ◎ 

うち林業技術等 ５年間で 18 件 14 件※ 
(13 件) ◎ 

うち水産業技術等 ５年間で 25 件 20 件※ 
(20 件) ◎ 

⑥農地や農業水利施設などの整
備・更新面積 ５年間で 9,000ha 6,016ha※ 

(8,318ha) △ 

⑦森林経営計画新規策定面積 ５年間で 8,000ha 5,559ha※ 
(6,400ha) ○ 

⑧漁場の整備面積 ５年間で 196ha 153ha※ 
(152ha) ◎ 

⑨担い手への農地集積面積 36,900ha 31,711ha 
(35,382ha) ○ 

⑩農業生産力の維持・強化に向け
た産地の取組実施数 ５年間で 125 取組 117 取組※ 

(100 取組) ◎ 

⑪畜産クラスター事業に参画す
る取組主体数 ５年間で 20 戸 11 戸※ 

(16 戸) △ 

⑫愛知県栽培漁業センターにお
ける種苗の生産数量 40,000 千尾(個) 31,248 千尾(個) 

(31,000 千尾(個)) ◎ 

⑬畜産農家に対する飼養衛生管
理基準の遵守指導割合 100% 100％ 

(100%) ◎ 

(3) 新たな需要
を創造し持
続可能な農
林水産業の
実現 

⑭加工・業務用の野菜の出荷量 60,000t 55,710t 
(59,000t) ○ 

⑮東京都中央卸売市場における
県産主要農産物の平均市場占
有率 

17% 16％ 
(17%) ○ 

⑯県産農林水産物等の輸出商談
成約率 35% 35％ 

(33%) ◎ 

⑰資源評価の魚種数 27 魚種 29 魚種 
(22 魚種) ◎ 

【評価】 ◎：2024 年度計画値に対して 100％以上達成 

○：2024 年度計画値に対して 80％以上 100％未満達成 

   △：2024 年度計画値に対して 80％未満 

    —：判定不能 
               

※印の実績値及び計画値は累計 
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○ 35 項目の進捗管理指標のうち、29 項目が進捗状況 80％以上となり、計画に掲げ
た各施策は概ね順調に進捗しています。 

○ 進捗状況が 80%を下回った項目は、「農地や農業水利施設などの整備・更新面積」、
「畜産クラスター事業に参画する取組主体数」、「食育推進ボランティアから食育を学
んだ人数」、「森林の整備・保全面積」の 4 項目となっています。これらの項目につい
ては課題を整理し、目標達成に向けて取組を強化して参ります。 

施策項目 項目 指標 2024 年度実績値 
(2024 年度計画値) 

評
価 

柱２ 農林水産の恵みを共有する社会の実現 

(1) 農林水産業
を理解し身
近に感じる
活動の推進 

⑱「いいともあいち運動」を知っ
ている人の割合 28% 今年度調査予定 

(27%) － 

⑲花の王国あいちの県民認知度 50% 今年度調査予定 
(47％) － 

⑳県等が実施するイベントや農
林漁業体験の参加者数 毎年 185 千人 165 千人 

(185 千人) ○ 

㉑食育推進ボランティアから食
育を学んだ人数 毎年 120 千人 68 千人 

(120 千人) △ 

(2) 災害に強く
安全で快適
な環境の確
保 

㉒農業用ため池の耐震対策等に
よる防災・減災対策面積 ５年間で 1,100ha 1,231ha※ 

(947ha) ◎ 

㉓農業用排水機場の耐震整備等
による防災・減災対策面積 ５年間で 3,400ha 2,447ha※ 

(3,013ha) ○ 

㉔山村地域の防災・減災対策面積 ５年間で 2,000ha 1,609ha※ 
(1,600ha) ◎ 

㉕ 農 林 道 の 整
備・保全延長 

   

うち農道 ５年間で 20km 24km※ 
(16km) ◎ 

うち林道 ５年間で 60km 64km※ 
(48km) ◎ 

㉖森林・農地・
干 潟 浅 場 の
整備・保全面
積 

うち森林 毎年 4,000ha 2,141ha 
(4,000ha) △ 

うち農地 毎年 19,000ha 23,666ha 
(19,000ha) ◎ 

うち干潟浅場 ５年間で 45ha 35ha※ 
(35ha) ◎ 

(3) 地域住民や
関係人口に
よって支え
られる活力
ある農山漁
村の実現 

㉗三河山間地域及び離島の観光
客数  毎年 713 万人 691 万人 

(713 万人) ○ 

㉘森林・農地・
漁 場 の 保 全
活動面積 

うち森林 毎年 200ha 249ha 
(200ha) ◎ 

うち農地 毎年 31,800ha 35,553ha 
(31,800ha) ◎ 

うち漁場 毎年 5,200ha 5,213ha 
(5,200ha) ◎ 

【進捗管理指標の状況】 

 

 

 

※印の実績値及び計画値は累計 
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第３章 施策体系の取組状況【2024 年度の主な取組】 

 

【１】意欲ある人材の確保･育成 
ア 農業を支える多様な人材の確保･育成 

次代を担う新規就農者の確保と育成に取り組むとともに、県産農産物の安定
供給に向け、産地で中核的な役割を果たす基幹経営体や生産者団体などの発展
と円滑な経営継承を支援します。また、雇用就農や農福連携などの農業経営を
支える多様な人材の活用を推進します。 

【取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

あいち型植物工場 導入 10 品目 

▶ 新規就農者の確保・育成 

○就農相談の窓口として、農起業支援ステーション 
 及び農起業支援センターにおける就農相談の実施。 
【相談件数延べ 1,112 件】 

○農業高校と連携し、農業大学校で「緑の学園研修 
（1 日農業体験学習）」 等を実施。【11 回】 

○農業大学校において経営の発展段階に応じた研修 
の実施。【340 回】 

○新規就農受入に新たに取り組む産地の整備体制の 
把握と支援を実施。 

▶ 産地の中核を担う経営体の育成 

○農業経営体に対する制度資金の貸付を円滑にする 
ため、融資機関に対して利子補給等を実施。 

【1,948 件】 
○農業経営塾での雇用者意識向上と JA や民間業者 

の職業斡旋を推進。【農業経営塾受講︓22 人】 
○希望する農業経営体に対して中小企業診断士等の 

専門家による経営分析及び課題解決のための助言 
を実施。【66 経営体】 

○女性農業者の経営参画等を推進するため、女性農 
業者セミナーや人材育成セミナー等を開催。 

▶ 農業に携わる様々な主体への支援 

○農福連携理解促進のセミナーや、農福連携技術支 
援者育成研修、福祉事業所向け農業体験研修など 
を実施。【研修︓7 回】 

○農業に取り組む障害福祉サービス事業所等への農 
業の専門家派遣等を実施。【専門家の派遣︓10 回】 

就農相談 

専門家による経営改善に

向けた支援 

柱１ 生産の柱｜持続的に発展する農林水産業の実現 

農福連携技術支援者育成研修 
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イ 林業を支える担い手の確保･育成 
林業の持続的な発展に向け、「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」に

基づき、愛知県林業労働力確保支援センター等と連携し、担い手の確保・育成
を進めるとともに、林業経営体の育成・経営基盤の強化に取り組みます。 

【取組状況】 

▶ 新規林業就業者の確保・育成 

○森林・林業の魅力の発信や就業相談活動を実施。 
【森林の仕事 PR︓3 会場、就業ガイダンス︓２回】 

○経験年数や知識・技術レベルに応じた計画的かつ体 
系的な研修を実施。【林業従事者研修︓年間 70 日】 

○林業労働災害ゼロに向けた取組を実施。 
【労働安全衛生等研修︓年間 9 日、林業用防護装備 

  導入の支援︓11 名】 
○非住宅建築物の木造・木質化を担う技術者の育成を 
 目的とした木造建築技術者育成講習を実施。 
【30 講座、現地研修︓2 日、セミナー︓3 回】 

▶ 林業経営体の育成・経営基盤強化 

○経営管理を効率的かつ安定的に行う能力等を有した 
「意欲と能力のある林業経営体」を認定。【17 件】 

○木材生産・流通に必要な制度資金の融資を実施。【5 件】 
 

ウ 水産業を支える担い手の確保･育成 
意欲的に漁業に取り組む活力ある担い手の育成を図るとともに、新しい養殖

技術の導入や制度資金の活用などにより漁業経営の改善に向けた取組を推進し
ます。 

【取組状況】 

▶ 新規漁業就業者の確保・育成 

○漁業就業者確保育成センターにおける就業希望者へ 
の相談対応や体験研修を実施。 

【研修会開催︓4 回】 
○漁業士の認定や活動を支援。 
【イベント活動︓5 回】 

▶ 安定的に水産業を営む経営体の育成 

○カキやアサリの新しい養殖技術の導入を支援。 
【3 地区】 

○利子補給、貸付金により漁業者を支援。 
【利子補給︓331 件、貸付金︓4 件】 

漁業体験研修（小型底びき網） 

就業ガイダンス 

木造建築技術者育成講習 

カキのシングルシード養殖 
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【２】生産性の高い農林水産業の基盤を作る取組の充実 

ア 新技術･新品種の開発と普及 
幅広い産業分野が有する先端技術や最新の育種技術などを活用し、 

生産者や実需者、消費者などの多様なニーズに応える新技術や新品種を開発す
るとともに、戦略的な普及を推進することにより社会実装の加速化を図ります。 

【取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

漁海況情報発信システム 

「Ai-FISH」 

森林クラウドシステム 

県畜産センター 豚舎 

▶ 農業の新技術・新品種の開発 

○担い手の減少による労働力不足等に対応するため、 
スマート農業技術を開発するとともに社会実装を 
推進。【開発件数︓1 件】 

○気候変動に対応した農作物の安定生産技術や環境 
負荷を軽減する農畜産物の生産技術を開発。 

【開発件数︓3 件】 
○労働生産性の向上や中山間地域等の特性を生かした 

特産品の生産技術を開発し、ブランド化を推進。 
【開発件数︓3 件】 

○消費者ニーズをとらえ、本県のブランド力を高め 
る新品種や家畜の新系統を開発。【開発件数︓3 件】 

○名古屋コーチン及び系統豚の増殖、譲渡。 
 【名古屋コーチン︓81,250 羽、系統豚︓222 頭】 
 

▶ 林業の新技術の開発 

○森林資源情報等を効率的に活用する森林クラウド 
システムを本格運用。 

○花粉の発生が少ないスギ・ヒノキ等の種苗生産技 
術を開発。【試験研究︓6 課題】 

▶ 水産業の新技術・新品種の開発 

○漁業生産に必要な望ましい栄養塩管理のあり方 
 のとりまとめ及び栄養塩管理方策の検討を実施。 
○河川調査によるアマゴ発眼卵放流の適地評価を実施。 
○短期間で生産できるワカメ種糸生産技術を開発。 
【１技術】 

▶ 開発と普及の迅速化 

○農業総合試験場と大学・スタートアップの連携強 
化により、農業イノベーション創出を推進。 

○ICT 等の先端技術を活用したスマート農業の実証、 
 導入を推進。【新たな営農体系の検討︓27 地区、 

スマート農業の実証︓1 地区】 

エゴマ新品種 

ドローンによるレンコン

肥料散布 

漁海況情報発信システム 

「Ai-FISH」 

森林クラウドシステム 
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イ 農林水産業を支える生産基盤の整備と環境づくり 
担い手への農地の集積・集約化、森林施業の集約化、鳥獣被害への対策、農

林漁業関連施設の長寿命化や耐震化などにより、農林水産業を支える農地や森
林、漁場などの生産基盤の整備を進めます。 

【取組状況】 

▶ 農業生産基盤の整備と環境づくり 

○農地の用水路や排水路を改良するため、かんが 
い排水事業等を実施。【13 事業】 

○高収益作物への転換を図るため、水田の汎用化 
や畑地化を推進。【水田の汎用化等︓1,030ha】 

○市町村が定める「農業振興地域整備計画」の定 
期的な全体見直しの指導を実施。【9 市町村】 

○担い手への農地集積や荒廃農地の発生を防止す 
 るため農地中間管理事業を推進。 
【担い手への集積面積︓2,501ha】 

○鳥獣被害対策実施隊設置や指定管理鳥獣捕獲等事業により野生鳥獣被 
害防止対策を推進。 

【対策実施隊設置数︓13 市町村、指定管理鳥獣捕獲等事業によるイノ 
シシの捕獲数︓59 頭、ニホンジカの捕獲数︓242 頭】 

▶ 林業生産基盤の整備と環境づくり 

○間伐等施業の集約化のため、森林経営計画の策 
定を推進。【新規認定面積︓696ha】 

○土地所有者情報の更新に必要なシステム機能を 
拡充。 

○木材の生産・搬出等を行うため、林道の整備・ 
  保全を推進。【延長︓延べ 64km】 
○主伐跡地に植栽した苗木への獣害対策を支援。【23 件】 
○市町村による森林整備を支援するため、森林経営管理制度に関する相談 

窓口を引き続き配置。 

▶ 漁業生産基盤の整備と環境づくり 

○砕石（砂利）を利用した貝類増殖場の整備を推 
進。【三河湾︓2ha、伊勢湾︓1ha】 

○老朽化した漁港の保全や耐震・耐津波機能を備 
えた漁港の整備を推進。【15 漁港】 

○魚や鳥によるノリ食害の防除対策を支援。 
【4 漁協】 

 

主伐後の植栽地における 

獣害防止柵の設置 

生産基盤の整備 

砂利を用いた貝類増殖場 
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ウ 産地の体制や生産設備の強化 

本県農林水産業の生産力の一層の強化を図るため、各産地の体制の強化や農
地等の合理的な活用、新たな施設や機器の整備・導入などを総合的に進めます。
また、感染症による経済の停滞等の不測の事態が発生しても対処し得る力強い
農林漁業経営体の育成を進めます。 

【取組状況】 
 
▶ 農業生産体制の整備 

○産地戦略の作成・見直しを支援。 
○生産力の強化に向けた生産施設整備等を支援。 
【国事業︓６産地・県事業︓37 事業計画】 

○水田フル活用に向けて小麦、大豆及び高収益作 
物の作付面積の拡大を推進。 

【小麦作付面積 6,100ha、大豆作付面積 4,220ha】 
○地域計画の作成を支援。 
【地域計画の策定︓50 市町村】 

○農業保険制度の普及啓発や米、畑作物の収入減 
少影響緩和交付金（ナラシ対策）の加入を推進。 

○農業者及び農業者団体への GAP 実践を指導。 
【142 回】 

○畜産クラスターの構築による高収益型畜産の実 
   現を支援。【施設整備︓1 協議会】 

○自給飼料の確保に向けた耕畜連携の推進。 
【実証展示ほの設置︓5 地区】 

▶ 林業生産体制の整備 

○高性能林業機械の導入や木材加工流通施設の整 
備を支援。【2 件】 

▶ 漁業生産体制の整備 

○栽培漁業センターにおいて放流種苗の生産を実 
施。【31,248 千尾・個】 

○ノリ養殖業効率化のための生産施設を整備。 
【2 漁協】 

○沿海漁協の経営合理化に向けて専門家を派遣。 
【18 回】 

▶ その他の取組 

○組合の健全な事業運営を促進するため、常例検査を実施。 
【農業協同組合︓20 組合、漁業協同組合︓34 組合、森林組合︓3 組合】 

 

自給飼料生産 

県事業を活用して整備した

パイプハウス 

木材加工流通施設の整備 

生産されたアワビ種苗 
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エ 食の安全･安心の確保 
安全・安心な農林水産物の生産や加工が行われるための取組を強化し、消費

者が安全な食品を購入できるよう監視・指導を行うとともに、食の安全に関す
るリスクコミュニケーションを推進します。 

【取組状況】 

 
▶ 生産段階における食品の安全確保 

○農薬管理指導士の養成研修や、農薬販売業者・ 
 使用者などへの立入指導を実施。 
【研修︓103 人参加、立入指導︓316 回】 

○家畜保健衛生所による農家立入検査を実施。 
【1,002 回】 

 ○口蹄疫等悪性伝染病発生時の防疫体制整備のた 
め、各地域で防疫訓練を実施。 

    【県域 1 回、地域 7 回】 
○野生イノシシへの経口ワクチンを散布。 
【16 市町村、延べ 3,983 地点、79,660 個散布】 

○豚熱ウイルス拡散防止対策を推進するため、野生イノシシ捕獲を強化。 
【捕獲数︓7,178 頭（速報値）】 

○貝毒検査を実施。【８回】 

▶ 製造・流通段階における食品の安全確保 

○食品衛生責任者を養成。【1,478 人】 
○食の安全性を高めるための製造技術の研究開発 

及び研究成果の普及、技術相談・指導を実施。 
【技術相談︓3,596 回】 

 ○令和 6 年度愛知県食品衛生監視指導計画に基づ 
き収去検査を実施。【5,140 件】 

 
▶ 食品に対する消費者の信頼の確保 
 

○食品表示の監視・指導の実施及び食品関連事業 
者や消費者を対象とした食品表示に関する研修 
会を開催。【研修会︓39 回】 

○消費生活モニターを設置し、食品表示に関する 
情報を収集。 

 ○消費生活情報「あいち暮らしっく」やウェブ 
サイト「あいち暮らし WEB」へ、食の安全・ 
安心に関する情報を掲載。【3 回】 

       ○食の総合相談窓口を設置。【相談件数︓74 件】 

技術相談 

農薬管理指導士養成研修 

食品表示研修会 

11



（３）新たな需要を創造し持続可能な農林水産業の実現 

ア マーケット・インの視点に立った生産・流通の改善 
消費者や実需者の多様なニーズを的確に捉えて応えていくため、需給 

情報の把握や発信を進めるとともに、“新しい生活様式”にも対応する新たな流
通経路の構築などにより、高品質な県産農林水産物を適切に消費者の下へ届け
る生産・流通の仕組みを整えます。 

【取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

人材育成研修会 てつコンキャベツ 

※キャプション 加工・業務用キャベツ収穫風景 

 
▶ 新たなニーズへの対応 

○国の事業を活用した加工・業務用野菜の生産拡大を支援。 
○多様なニーズに対応するため、６次産業化ネットワークを運営。 
 【会員への情報発信︓49 回】 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
▶ 生産・流通体制の整備 

○卸売市場の業務指導及び検査を実施。【38 地方卸売市場】 
○首都圏等の主要消費地において流通動向調査等を実施。 
【レポート︓12 回、年報︓1 回】 

○国が実施するインターネット販売を 
促進するための施策等の活用に向け 
た誘導・啓発を実施。 

  ○木材生産・流通の効率化を促進する 
ため、林業経営体へのスマート林業 
ツールの導入を支援【3 件】 

 

加工・業務用キャベツ ６次産業化人材育成研修会 

スマート林業ツールの導入支援 
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イ 農林水産物等に関する国内外での需要の開拓 
県産農林水産物の知名度向上と需要拡大に向け、県開発新品種のブランド化、

トップセールスや各種メディア等の活用による PR、木材利用分野の拡大、６次
産業化や農商工連携による新商品開発支援などに取り組みます。また、県産農
林水産物等の輸出拡大に向け、輸出に取り組む事業者の支援や知的財産の保護、
増加が見込まれるインバウンド需要への対応に取り組みます。 

【取組状況】 

▶ 県産農林水産物等の付加価値の向上 

○「愛ひとつぶ(米)」、「夕焼け姫(カンキツ)」、「あいみ 
ずき(日本なし)」、「愛きらり(イチゴ)」のブランド化 
の推進や、県庁本庁舎玄関前にモデル花壇を整備。 

○名古屋コーチンの日（3 月 10 日）やみかわ牛に係る 
PR イベント等を実施。【名古屋コーチン:6 回、 
みかわ牛:8 回】 

○海外プロモーションや商談会への出展支援により 6 
次産業化を推進。【3 産地】 

○地理的表示の登録を支援。【2 産地登録】 
○知的所有権センターでの個別相談対応及び外国出願に係る経費を支援。【14 件】 
○飲食業者等が行う東三河地域の特産品や名産品を活用した商品・メニューの開 

発を支援。【開発数︓12 品、アイデアソン※開催︓１回（29 名参加）、アイデア 
コトコトカフェ開催︓5 回】 
※アイデアソン︓ディスカッションを通じて、アイデアやビジネスモデルを短期 

間で構築する手法。アイデアとマラソンを組み合わせた造語。 

▶ 県内外に向けた PR による需要の拡大 

○「地産地消あいち SDGs 推進キャンペーン」を実施。 
【デジタルスタンプラリー参加者延べ 19,425 人】 

○タイ、韓国の旅行博への出展や SNS の発信、アジア 
 地域の現地旅行会社やメディアの招請により、県産 

農林水産物の PR を実施。 
【出展︓2 回、SNS 発信︓20 回、旅行会社等︓20 社】 

  ○木造建築を学ぶ学生を対象とした設計コンペ「AICHI  
WOODY AWARD2024」を開催。 

○非住宅建築物の木造化マニュアルを作成。 
○水産試験場等が開発した特許技術を用いて生産される 

「葵うなぎ」のブランド力強化。 

▶ グローバルな需要の開拓 
○農林水産業国際競争力強化センターが中心となり、輸 
 出産地連携体制を構築するとともに、オンラインツー 

ルの活用による販路開拓を支援。【11 事業者】 
○インバウンド需要拡大に向けた取組を支援。 

香港での県産農産物の 

販促プロモーション 

観光の旅行博における 

出典ブースの様子 

海外バイヤーの産地訪問

による販路開拓支援 
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ウ 環境との調和に配慮した持続可能な農林水産業 
生産活動が環境に与える負荷を軽減し、適切な資源管理により農林水産業の

持続可能性を高める取組を推進します。 

【取組状況】 

 
▶ 農林水産業の環境負荷の低減 

○普及指導員による施肥基準に基づいた適正施肥の指 
導を実施。 

○普及指導計画に基づく IPM※技術の実践指導を実施。 
 

○有機農業を推進するため、有機農業情報交換会等を 
開催。【1 回】 

○地球温暖化防止や生物多様性保全の取り組みを推進 
するため、環境保全型農業直接支払交付金による支 
援を実施。【26 市町】 

▶ 資源を循環利用する持続可能な農林水産業の推進 

○畜産農家への立入検査、巡回指導を実施。【134 戸】 
○家畜ふん尿処理施設・機械の導入を支援。【3 件】 
○家畜排せつ物利用促進研修会を開催。【1 回】 
○情報提供による廃プラの適正処理を推進。 
○未利用の食品製造副産物とバイオ炭を組み合わせた 

飼料を用いて家畜への給与技術の検討を実施。 
○漁業者による適正かつ有効な漁場利用を促進するた 

め、漁業取締船を運航。 
【運行日数︓延べ 256 日】 

▶ 「伐る・使う→植える→育てる」循環型林業の推進 

○主伐や搬出間伐を推進するため、主伐等を行う者 
への支援を実施。 

○コンテナ苗を植栽する者への支援を実施。 
○エリートツリーや早生樹等の成長の早い樹木の活 

用により育林の低コスト化を推進するため、早生 
樹センダンの育成手引書を作成。 

○大径材の有効利用を図るため、外国産木材に依存 
している横架材の県産木材への転換を促進。 

バイオ炭 

※IPM︓Integrated Pest Management の頭文字を取ったもので、病害虫や雑草を
利用可能な全ての技術を総合的に組み合わせて防除し、経済的な損失を最
小限に留める取組のこと。 

有機農業のつどい 

 

早生樹（センダン） 

育成の手引き 

漁業取締船「あゆち丸」 
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（１）農林水産業を理解し身近に感じる活動の推進 
ア 県産農林水産物への理解を深める取組の推進 

県産農林水産物の魅力や農林水産業の重要性などへの県民の理解を深めるため、
本県独自の取組である｢いいともあいち運動｣を一層推進するとともに、農林水産
業関係団体等と連携した啓発イベントや講座などの取組を推進します。 

【取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
▶ 県産農林水産物の利用の促進 

○「いいともあいち運動」の取組を強化するため、 
SNS やメールマガジン「あいまる通信」で県産農 
林水産物やイベント等の情報を発信。 

【SNS︓192 記事、あいまる通信︓51 回】 
○あいち花マルシェ 2024 を開催。 
【来場者︓51,336 人】 

○イベント等を活用した県産木材の普及啓発。 
【イベント︓4 回】 

○Web サイト「食育ネットあいち」等を活用して、 
日本型食生活の啓発や郷土料理等の地域の食文化 
を紹介。 

○地元や旬の食材の購入を促進するグリーン購入啓 
発のキャンペーンイベントを開催。【１回】 

▶ 農林水産業や農山漁村の重要性に対する理解の促進 
○あいちの農林水産フェア、畜産フェスタを開催。【各１回ずつ】 
○小学生を対象に漁業者などによる出前授業を実施。【参加人数︓971 人】 

  ○県植樹祭や緑化樹木共進会を開催。【植樹祭︓1 回 樹木共進会︓1 回】 
○森林・農地・水辺などを含む生態系ネットワークの形成・保全等に係る取組を 

促進するため、地区間交流会を開催。【1 回】 
 

漁業者による出前授業 

柱 2 

あいち花マルシェ 2024 

県産木材普及啓発イベント 

（ウッドワンダーランド 2024） 

暮らしの柱｜農林水産の恵みを共有する社会の実現 

あいちの農林水産フェア 
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イ あいちの農林漁業を応援･体験し参加する機会の提供 
県民の本県農林水産業への関わりを深めるため、県産農林水産物等の購入・消

費の促進や学校での体験学習、各種団体との連携による農林漁業体験の取組など
により、県民が農林漁業を応援・体験し参加する機会を提供します。 

【取組状況】 
 
▶ 生活の中で身近に体験できる機会の提供  

○中学生を対象とした少年少女水産教室や水産高校 
生等を対象とした漁業体験を実施。 

【参加人数︓30 人】 
○小中学生等へ間伐体験等の森林・林業教育を実施。 
【参加人数︓2,590 人】 

○県民を対象に森と緑づくりの体感ツアーを実施。 
【参加人数︓65 名】 

▶ 若い世代に対する教育現場等での機会の提供 
○「食育のための農林漁業体験学習実践マニュアル」 

の活用等により小学校における農林漁業体験学習 
を推進。【取組割合︓小学校 72.9％】 

○花育ティーチャーの登録・派遣を実施。 
【小学校への花育ティーチャーの派遣︓８校】 
 
 

ウ 幅広い世代に対する食育の推進 
全ての県民が、体も心も健康で環境に優しい健全な食生活が実践できるように、

愛知県食育推進会議において、県民一人一人が主体的に食育に取り組むための指
針として作成する｢愛知県食育推進計画｣に基づき、幅広い世代に対する食育に取
り組みます。 

【取組状況】 

▶ 食育推進ボランティアとの連携による食育の推進 
○各地域において食育推進ボランティア研修や交流 

会を開催。【7 箇所】 
○学校等と連携し、食育推進ボランティアが食育活 

動を実施。【学んだ人数︓6.8 万人】 

▶ 様々な機会をとらえて行う食育の推進 
○児童による朝ごはん調理コンクールを開催。 
○「愛知を食べる学校給食の日」を実施。【3 回】 
○食品ロスの問題について学ぶ食品ロス削減イベン 

トを開催。【１回】 

森と緑づくり体感ツアーに 

おける植樹体験 

花育ティーチャーによる花育教室 

食育推進ボランティアと県

が連携した食育啓発活動 

食品ロスイベント 
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（２）災害に強く安全で快適な環境の確保 

ア 農山漁村の強靭化に向けた防災･減災対策 
南海トラフ地震等の大規模地震や頻発化・激甚化する豪雨などの 

自然災害から県土や県民の安全・安心な暮らしを守るため、ハード・ソフト対
策を組み合わせた総合的な防災・減災対策を行い、農山漁村の強靱化を推進し
ます。 

【取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 快適な生活環境の確保 
快適な生活環境を確保・向上させるため、生活基盤としての役割も担う農林

道や里山林などの整備・保全を推進するとともに、水や緑、木材の持つ｢癒やし｣、
｢安らぎ｣を生活環境に取り入れる取組を推進します。 

【取組状況】 

▶ 生活環境の整備  
○農業集落の生活排水処理施設の整備・保全を支援。 
【2 箇所】 

○農作物等の運搬だけでなく、集落の生活道路の 
 役割も担う農林道の整備・保全を推進。 
【農道︓延べ 24km、林道︓延べ 64km】 

○PR 効果の高い民間施設等での県産木材利用を支援。【8 件】 

あいち型植物工場 導入 10 品目 

※キャプション 

写真・イラスト 

※キャプション 

 

木造商業施設 

 

▶ ハード対策の推進 
○地震や豪雨などの災害を未然に防ぐため、農業用 

ため池等の整備を実施。【10 箇所】 
○治山施設の整備等により山村地域の防災・減災対 
 策を実施。【防災・減災対策面積︓延べ 1,609ha】 
○土砂災害危険箇所の施設の整備を実施。【6 箇所】 
○マツ枯れにより衰退した箇所へ植栽を行い、海岸 

防災林の維持・造成を実施。【植栽︓２箇所】 
  ○洪水時の浸水被害防止のため、河川の総合的な治 

水対策を推進。【6 箇所】 
○耐震・耐津波機能を持つ漁港整備工法を検討。【1 漁港】 

▶ ソフト対策の推進 
○民間所有・管理の防災重点農業用ため池を対象と 

した現地パトロールを実施。【70 箇所】 
○山地災害危険地マップを地域へ配布し、県民に対 

し危険箇所を周知。【マップ配布︓10,000 部】 
ため池パトロール 

 

ため池の整備 
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ウ 暮らしを支える森林･農地･漁場の整備・保全 
県土や自然環境の保全、水資源のかん養など、農林水産業や農山漁村が有

する多面的機能を十分に発揮させるため、あいち森と緑づくり税等を活用し
た森林等の整備・保全、農地や漁場環境の改善等に資する整備・保全を推進
します。 

【取組状況】 

▶ 森林等の整備・保全 
○あいち森と緑づくり事業による林業活動では整備が困難な人工林の間伐や、 

造林事業による森林組合等林業経営体が実施する間伐等の森林整備に対す 
る助成を実施。【2,141ha】 

○松くい虫防除のための伐倒駆除、樹幹注入への助成を実施。【5 市】 
  ○あいち森と緑づくり事業による主伐跡地における花粉症対策苗木への植え 

替えや獣害対策、里山保全活動や環境学習への支援を実施。 
【苗木植え替え・獣害対策︓17ha、環境保全活動・環境学習︓104 事業】 

  ○あいち森と緑づくり事業による市街化区域等の緑地整備、民有地の建物や 
敷地の緑化等及び地域の顔となる道路の街路樹の植え替えを実施。 

【緑地整備︓5 箇所、緑化等︓137 件、街路樹植え替え︓16 箇所】 
○保安林の指定及び管理、林地開発許可制度の適切な運用を行い、森林の適 

切な保全・管理を推進。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

▶ 農地や農業水利施設の整備・保全 
○多面的機能支払制度を活用して農業水利施設等 
 の補修や更新を行う活動を支援。 
【230 組織︓23,666ha】 
 

▶ 漁場や河川の整備・保全 
○河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖 

環境及び多様な河川景観の保全・創出に向けて、 
多自然川づくりを推進。 

○干潟・浅場の造成及び魚礁漁場を整備。 
【干潟・浅場︓西尾地区 6ha、田原地区 4ha、 
魚礁漁場︓渥美外海 2,354 空㎥】 

間伐により明るくなった森林 

 

水路の補修 

 

身近な緑づくり事業における施工箇所 

 

干潟・浅場の造成 
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（３）地域住民や関係人口によって支えられる活力ある農山漁村の実現 

ア 地域の特性に応じた農山漁村の活性化 
中山間地域や都市部の農業振興や｢愛知産ジビエ｣の PR､グリーンツー 

リズムや森林レクリエーションなど地域の特性に応じた取組への支援により、
農山漁村の活性化を図るとともに、住民と共に地域を支える”関係人口”の創出
や移住・定住の促進に向けた取組を進めます。 

【取組状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

愛知県交流居住センター事業

実施の様子 

写真・イラスト 写真・イラスト 

あいち型植物工場 導入 10 品目 

半農半 X 実践事例集 

写真・イラスト 写真・イラスト 

 
▶ 地域の資源や魅力を生かした取組の推進 

○「愛知産ジビエ」として消費する取組を推進するた 
め、消費者を対象としたイベントを実施。【3 回】 

○Web ページ「あいちの都市・農村交流ガイド」で 
農山漁村の魅力ある資源や取組の情報を発信。 

【資源データ数 727 件、モデルルート数 72 件】 
○食と花の街道を認定。【更新︓1 街道】 
○SNS や雑誌、イベント等において県産水産物の PR 

を実施。 
○三河山間地域の関係人口を拡大するため、誘客・現地体験イベントを実施。【1 回】
○森林公園植物園を体験型の教育フィールドとして活用していくため、森林環境教 
 育施設整備事業を実施。 

 
▶ 地域の特徴に応じた農業の振興 

○関係機関等と連携し、基幹経営体と多様な担い手が 
協力して活動できるよう支援し、獣害など農村の課 
題解決を推進。 

  ○中山間地域等直接支払制度の活用により、集落戦略 
策定を促進。【199 件】 

  ○都市と農の共生と発展を図るため、愛知県都市農業 
振興計画に基づく都市農業の振興を推進。 

 
▶ 地域住民や関係人口による活動の促進 

○半農半 X 情報収集と Web ページでの情報発信。 
○愛知県交流居住センター事業を通じて、都市部と山 

間部のマッチングや受入集落への支援、情報発信等 
を実施。 

【マッチング︓3 件、支援︓２件、情報発信︓42 回】 
  ○三河山間地域で起業等により地域課題解決に取組む 

アントレワーク※実践者への支援を実施。【支援︓9 件】 
    
 

※キャプション 

鳥獣害被害マップの作成 

 

ジビエイベント 

 

※アントレワーク︓Entrepreneur（アントレプレナー＝起業家）と Work
（ワーク＝仕事）を組み合わせた造語。 

愛知県交流居住センター事業

実施の様子 

20



 

 

イ 多面的機能の持続的な発揮につながる活動の推進 

農林水産業や農山漁村が有する多面的機能が将来にわたり適切かつ十分に発
揮できるよう、森林、里山、農地、漁場や河川における地域住民による保全活
動を促進します。 

【取組状況】 

▶ 森林・里山の保全 

○海上の森等において企業等との連携による森林整備活動、地域住民や NPO 
等による里山林の整備の支援等を実施。【森林保全面積︓249ha】 

○森林・里山に関する体験学習プログラムを開催。【15 回】 
○里山林保全活用の指導者養成講座を開催。【参加者︓26 名】 
 
 
 
 
 
 

 
 

▶ 農地の保全 

○条件不利地域においても農地の維持管理を推進する 
ため、中山間地域等直接支払制度を活用。 

【農地保全面積︓1,893ha】 
○多面的機能支払制度を活用して農地周辺の草刈り等 
 を行う共同活動を支援。 
【390 組織︓33,660ha】 

○中山間地域等直接支払制度において、棚田地域振興 
活動加算を活用した支援。 

【活用面積︓12ha】 

▶ 漁場や河川の保全 

○良好な河川環境の保全のため、河川での清掃活動を支援。【154 箇所】 
○漁場の多面的機能維持のため、干潟の保全活動等を支援。【保全活動面積︓5,213ha】 

 

森林整備活動 

 
体験学習プログラム 

 

河川清掃活動 

 

干潟の保全活動（耕耘） 

 

多面的機能支払の活動 
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第 4 章 協働・連携による取組事例 

 
 

（１）意欲ある人材の確保･育成 

 ○地域農業を支える多様な担い手の確保・育成 

   新規就農者は、就農前の経歴が多様化し、農業経 
営に必要な基礎知識や技術を習得する機会が少ない 
傾向にあります。このため、経営に必要な基礎知識 
や技術を習得するための研修会を開催しました。 

東三河地域では、営農に必要な基礎知識や技術を 
習得するための研修会を 12 回開催し、延べ 117 名 
が参加しました。 

研修会では、経営管理等の基礎知識の講義を行っ 
たほか、作目ごとに分かれて、先輩農業者を交えた 
意見交換会を実施しました。参加者からは「他の農 
業者の考え方が聞けて参考になった」等の感想があ 
り、営農意欲も増していることがうかがえました。 
 

 ○新規漁業就業者の確保 

 漁業者数は、高齢化や後継者不足により減少傾向にあり、水産業における新
規就業者対策は重要な課題となっています。そこで知多地域では、新規漁業就
業者の技術・知識の習得や漁家経営の安定化を図るため、チョウザメ養殖を行
っている豊根フィッシュファーマーズ（北設楽郡豊根村）の視察やワカメ・ノ
リ等の養殖技術指導を行いました。 

また、漁業就業希望者に対しては、水産試験場を窓口とする漁業就業者確保
育成センターを通じて情報提供するとともに、水産関係団体への仲介等を行い
ました。 

その結果、知多地域では、新卒 6 人（うち漁家子弟 6 人）、他業種からの転
職 7 人（うち漁家子弟 3 人）、合計 13 人の新規漁業就業者を確保することがで
きました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ワカメ養殖技術の指導（南知多町） チョウザメ養殖視察（北設楽郡豊根村） 

部門別研修会（豊橋市） 

柱１ 生産の柱｜持続的に発展する農林水産業の実現 
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（２）生産性の高い農林水産業の基盤を作る取組の充実 

 ○産地戦略による農業生産力のパワーアップ 

生産者、農協、市町村等の産地関係者からなる産地活性化プロジェクトチー
ムに参画し、産地戦略※の達成へ向けて、施設整備や担い手確保の取組などへ
の支援を行いました。 
※産地戦略︓生産力の向上のため、産地・品目ごとに、「人」、「農地」、「生産技術」、「施設等」、「販路拡

大」の観点から産地のめざす姿について取りまとめたもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）新たな需要を創造し持続可能な農林水産業の実現 

○6 次産業化等の推進による付加価値商品の開発  

知多地域では、総合化事業※計画の策定及び具体化により、地域に存在する
資源を有効に活用した冷凍餃子を始め 9 品の加工食品の開発を支援しました。 

今後も、市町、JA、民間事業者と連携し、事業等を有効に活用しながら、付
加価値商品の開発や販路の多様化を支援していきます。 

※総合化事業︓農林漁業者が農林水産物の生産及び加工又は販売を一体的に行う事業活動のこと 
 

 
 
 
 
 
 
 

大根引抜機（愛西市） 

地元農産物のお弁当（阿久比町） 

いちご栽培施設の新設（西尾市） 自動操舵システムによる畝立て作業（田原市） 

自家製の豚肉を利用した冷凍餃子（常滑市） 

赤色 LED によるアザミウマ類の 

吸汁被害抑制（稲沢市） 
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（１）農林水産業を理解し身近に感じる活動の推進 

 ○農林漁業者、農林漁業団体などと取り組む農林漁業体験活動 

  県民の皆さんが本県の農林水産業への理解を深め、身近なものとして実感で
きるように、各地域の農協や農林漁業関係者などと協力して、県産農林水産物
の PR や農林漁業を体験する機会づくりを進めました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）災害に強く安全で快適な環境の確保 

 ○農業農村整備事業のＰＲ 

農地や農業用水、農業農村整備事業等の役割や効果等について、県民の皆
さんの理解を深めてもらうために関係団体等と連携した PR 活動を行ってい
ます。農業農村整備事業を実施する必要性を農家や担い手だけではなく、住
民の方にも理解してもらえるよう取り組んでいます。 

 
 
 

 
 
 
 
  

花育教室（弥富市） 木工体験（フォトスタンド作成）（瀬戸市） 

寒狭川下漁業協同組合放流体験（新城市） アマモ種子の塗り込み風景（蒲郡市） 

柱 2 暮らしの柱｜農林水産の恵みを共有する社会の実現 

ため池ウォークラリー（岡崎市） 排水機場現地学習会（愛西市） 
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 ○あいち森と緑づくり事業による道路沿いの森林整備 

愛知県では、2009 年度から導入した「あいち森と緑づくり税」等を財源と
して、森林、里山林、都市の緑を整備・保全する「あいち森と緑づくり事業」
を実施しています。 

新城設楽地域では、暴風雨や降雪を起因とする道路沿いの倒木により、道
路の遮断や電柱折損、高圧線断線等による停電が度々発生しました。そこで、
防災・減災やライフライン確保の観点から、道路沿い等の森林整備を重点的
に進めるとともに伐採木を安全な場所まで移動・搬出することで、災害に強
い森づくりを進めています。2024 年度は、道路沿いの森林整備を 13 か所（延
長 18.6km）実施し、約 9,500 ㎥の伐採木を搬出しました。 

今後も市町村など関係機関と連携し情報共有することで、より効果的に事
業を実施し、森林の持つ公益的機能の発揮と防災・減災を推進していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）地域住民や関係人口によって支えられる活力ある農山漁村の実現 

 ○農林漁業者、地域の活動組織等が取り組む森林・農地・漁業の保全活動  

農山漁村等が有する多面的機能の維持や
発揮、農林水産業の持続的発展のためには、
農地や里山林、漁場の保全に努める必要があ
ります。 

  農林漁業者や地域住民などが行う、農地、
森林、漁場の保全活動を支援しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森林保全活動（常滑市） 

事業実施前 事業実施後 

県道津具大嵐停車場線沿いの森林整備（北設楽郡豊根村） 

干潟での食害生物の駆除（西尾市） 四谷集落協定の農地（新城市） 
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各プロジェクトの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症とそれに伴う経済環境の悪化は、農林漁
業者の経営や農林水産物の流通、消費に大きな影響を与えました。こ
れらの状況から速やかに脱却し、今後、同様の不測の事態が発生して
も影響を最小限に抑えるための取組を生産・消費の両面から進めると
ともに、いわゆる“新しい生活様式”の下での消費習慣の変化を踏まえ
た新たな流通・消費の仕組み作りなどに取り組みます。 

第５章 プロジェクト取組状況 

プロジェクト 
緊急 

不測の事態に対する対応力強化 

魅せよ愛知の底力､逆境克服プロジェクト 

重点プロジェクト 

１ 

農業の生産力強化 

技術力×人材の活躍で切り開く農業生産力向上プロジェクト 

重点プロジェクト 

２ 

林業の生産力強化 

持続可能な社会に向けた｢あいちのスマート林業｣実現プロジェクト 

全国有数の生産規模を持つ施設園芸の高度化に向けた「あいち型植
物工場」の普及や次世代の農業技術である“スマート農業”の開発と社
会実装など、技術力による生産性の向上や農産物の高品質生産を一層
進めるとともに、それらの先端技術を使いこなすハイレベルな生産者・
産地の育成や農業生産力の要である生産基盤の充実強化を図り、新型
コロナ等の不測の事態にもしっかりと対応しうる、足腰の強い産地を
育成します。 

本県の充実した森林資源を生かす｢伐る・使う→植える→育てる｣循
環型林業は、SDGs（持続可能な開発目標）の理念を体現し､持続可能
な社会の実現に貢献するものです。この循環型林業を推進するため､ 
｢スマート林業の推進｣と｢都市部における木材利用の推進｣に取り組み
ます。 

オートトラクタの実証 

スマート林業イメージ 

基盤整備により汎用化された

農地での高収益作物の栽培 
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重点プロジェクト 

３ 

水産業の生産力強化 

豊かな海の再生に向けた漁業生産力強化プロジェクト 

重点プロジェクト 

４ 

県産農林水産物の需要拡大と農山漁村の魅力向上 

アジア競技大会に向けたあいちの農林水産業魅力向上プロジェクト 

重点プロジェクト 

５ 

農山漁村地域の防災・減災対策 

安全･安心な暮らしを守る農山漁村地域防災･減災プロジェクト 

漁場の造成、栽培漁業の拡充や資源管理の強化、新しい増養殖技術
の開発・導入、漁業生産に必要な栄養塩量の確保など、新型コロナ等の
不測の事態にもしっかりと対応しうる漁業生産力の強化を推進しま
す。 

国内外から多くの観客が来県するアジア最大のスポーツの祭典であ
るアジア競技大会等の機会を活用し､愛知県産食材等の供給やあいち
の花によるおもてなしを行い､また､愛知の魅力ある農山漁村を多くの
人に訪れてもらうことで地域の活性化につなげるため､県産農林水産
物の PR や農山漁村の魅力向上に取り組みます。 

全国有数の農業県・日本一の産業県あいちを支える県土の強靱化を
進め、安全で安心できる農山漁村の豊かな暮らしを実現するため、ハ
ード・ソフトを適切に組み合わせた防災・減災対策を総合的に推進し
ます。 

造成した貝類増殖場と砕石に 

付着したアサリ 

トップセールス 

ため池の耐震対策 
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食と緑の基本計画
けいかく

２０２５
にせんにじゅうご

 

～食と緑が支える豊かな「あいち」をめざして～ 

愛知県農業水産局農政部農政課 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

電話 052-961-2111（内線 3623・3654）  052-954-639１（ダイヤルイン） 

ホームページ https://www.pref.aichi.jp/nousei/ 

https://www.pref.aichi.jp/nousei/

